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グループホームにこにこプラザ六戸 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護 運営規程 
 

社会福祉法人もみじ会 
（事業の目的） 

第１条 社会福祉法人もみじ会（以下「事業者」という。）が運営するグループホームにこにこプラザ

六戸（以下「事業所」という。）が行う指定認知症対応型共同生活介護の事業の適正な運営を

確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護又は要支援状態にある認知

症の高齢者（以下「利用者」という。）の意思及び人格を尊重し、適切かつ円滑な認知症対応型

共同生活介護を提供することを目的とする。 

 

（認知症対応型共同生活介護の運営の方針） 

第２条 利用者が家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排泄、食事等の介護その他の 

日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した 

日常生活を営むことができるよう支援するものとする。 

２ 利用者に対し、家族との協力・信頼関係のもとサービスを提供する。また、サービスの内容 

及び提供方法について分かりやすく説明する。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・ 

福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるとともに、地域 

及び家族との結びつきを重視した運営を行うものとする。 

４ 前項のほか「六戸町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サー 

ビス事業所の指定等に関する規則」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。 

 ５ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し 

   研修を実施する等の措置を講ずるものとする。 

 ６ 指定認知症対応型共同生活介護の実施に当たっては、介護保険関連情報その他必要な 

情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。 

 

（事業所の名称及び所在地） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

１ 名   称 グループホームにこにこプラザ六戸 

２ 開設年月日 平成１６年９月１日 

３ 所 在 地 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字権現沢 54-636 

４ 電話番号  ０１７６－７０－１２００ 

 

（従業者の職種、員数及び職務内容） 

第４条 事業所に勤務する従業者（以下「職員」という。）の職種、員数及び職務内容は次のとおり 

とする。 

１ 管理者 1 名（介護職員と兼務） 

職員の管理、業務の実施状況の把握その他事業の管理を一元的に行うとともに、介護 

保険法等に規定される指定認知症対応型共同生活介護等の事業の実施に関し、遵守す 

べき事項について指揮命令を行う。 

２ 計画作成担当者 ２名以上（介護職員と兼務） 

計画作成担当者は、適切なサービスが提供されるよう利用者の心身の状況、希望と環境を 

踏まえ、援助の目標、目標達成のための具体的なサービス等を記載した認知症対応型共同 

生活介護計画及び介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成する。 

３ 介護職員 6 名以上（うち管理者と兼務１名、計画作成担当者と兼務） 

利用者の介護、自立的な日常生活を営むための支援等の業務を行う。 
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（利用定員及び居室数） 

第５条 入居者の定員、共同生活住居の数、居室数は次のとおりとする。 

１ 入居者の定員    ９人 

２ 共同生活住居の数  ２ 

３ 居室数      １８室（１の共同生活住居につき９室） 

 

（認知症対応型共同生活介護等の内容） 

第６条 指定認知症対応型共同生活介護等の内容は、次のとおりとする。 

（１） 家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生 

活上の世話及び機能訓練を行う。 

（２） 利用者の食事その他の家事等は、原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努 

めるものとする。 

２ 事業者は、指定認知症対応型共同生活介護等の提供に当たり、次の点に留意するもの 

とする。 

（１） 利用者の認知症の症状の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるよう、 

利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。 

（２） 利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の 

下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。 

（３） 指定認知症対応型共同生活介護等は、認知症対応型共同生活介護計画及び介護予防 

認知症対応型共同生活介護計画（以下「認知症対応型共同生活介護計画等」という。） 

に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行うものとする。 

（４） 共同生活住居における介護従業者は、指定認知症対応型共同生活介護等の提供に当 

たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方

法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。 

（５） 事業者は、自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護等の質の評価を行うと 

ともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を

図るものとする。 

（６）  事業者は、利用者の趣味又は嗜好に応じた活動の支援に努めるものとする。 

（７）  事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、当

該利用者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該利用者の同意を得て、代わ

って行うものとする。 

（８）  事業者は、利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会

を確保するよう努めるものとする。 

 

（認知症対応型共同生活介護計画等の作成） 

第７条 計画作成担当者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境及び希望を踏まえて、

他の介護従業者と協議の上、精神の安定や日常生活動作の自立・地域における活動への参

加の機会の確保等の具体的な援助の目標、当該目標を達成するためのサービスの内容等を

記載した認知症対応型共同生活介護計画等を作成する。 

２ 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画等の作成に当たっては、その内容につ

いて利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得るものとする。 

３ 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画等を作成した際には、当該認知症対応

型共同生活介護計画等を利用者説明し交付するものとする。 

４ 計画作成担当者は、認知症対応型共同生活介護計画等の作成後においても、他の介護従業

者及び利用者が認知症対応型共同生活介護計画等に基づき利用する指定居宅サービス等を

行う者との連絡を継続的に行うことにより、認知症対応型共同生活介護計画等の実施状況の

把握を行い、必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画等の変更を行うものとする。 
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（契約の目的） 

第８条 事業者は、利用者に対し、介護保険法等の関係法令及び契約書に従い、共同生活住居に

おいて、家庭的な環境のもとで、利用者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるよう、認知症対応型共同生活介護サービスを提供し、利用者は、事業者に対し、そのサー

ビスに対する料金を支払うものとする。 

 

（契約期間） 

第９条 入居に関する契約期間は、入居日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までとす

る。 

２ 利用者が前項の有効期間満了日から引き続いて要支援２または、要介護（要介護１～５）と認

定された場合（以下「更新認定」といいます。）、有効期間満了日は、その更新認定による有効 

期間満了日とする。 

３ 前項の契約期間の満了日の１０日前までに利用者から契約終了の申し出がない場合には、 

この契約は同一の内容で自動更新されるものとし、その後これに準じて更新されるものとす

る。 

 

（金銭・印鑑等の管理） 

第１０条 事業者は、利用者の現金、預貯金、印鑑、貴重品等を一切お預かりしません。利用者の

財産管理運用及び行政手続は利用者又はその家族が行うこととする。 

２ 利用者の日用品の購入は、利用者の家族が行うこととする。 

３ 理髪代、医療費等については利用の都度、利用者又はその家族が支払うこととする。 

 

（料金） 

第１１条 利用者は、サービスの対価として別紙の利用料金表に定める利用単位ごとの単価をもと

に計算された月ごとの合計金額を支払うこととする。 

２ 事業者は、当月の料金合計額を請求書に明細を付して、翌月１０日頃までに利用者に送付 

する。 

３ 利用者は、当月の料金合計額を、請求を受けた日の属する月の末日までに事業者の指定 

する方法により支払う。 

４ 事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、利用者に対し領収書を発行する。 

 

（料金の変更） 

第１２条 事業者は、介護保険関係法令の改正等により料金が変更になる場合は、当該改正の 

実施日をもって料金を変更する。 

２ 事業者は、利用者に対して、変更日の１ヶ月前までに文書で通知することにより、食費、日常 

生活費その他介護保険給付対象外の料金を変更することができるものとする。 

３ 利用者が、前項の料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し、文書で通知することにより、 

この契約を解約することができる。 

 

（契約の終了） 

第１３条  次の事由に該当する場合は、この契約は終了する。 

① 利用者の要介護状態区分が変更され、非該当（自立）又は要支援１と認定されたとき。 

② 利用者が死亡したとき。 

③ 利用者が第１４条により解約したとき。 

④ 事業者が第１５条により解約したとき。 

⑤ 利用者が共同生活住居を離れて３ヶ月を経過した時、又は３ヶ月以上離れることを予 

定して他所へ移転したとき。 

⑥ 利用者が、他の介護保険施設へ入所することとなったとき。 
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（利用者による契約終了） 

第１４条 利用者は、事業者に対して、１４日間の予告期間をおいて通知することにより、 

いつでもこの契約を解約することができる。 

２ 利用者が次の事由に該当した場合、直ちに契約を解約することができる。 

① 事業者が、正当な理由なくサービスを提供しない場合。 

② 事業者が、守秘義務に違反した場合。 

③ その他、介護保険法関連法令及びこの契約などに定める事項に著しく違反した場合。 

 

（事業者による契約終了） 

第１５条 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して３０日間の予告期間をおいて、

理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができる。 

２ 利用者が次の各号の事由に該当する場合は、事業者は利用者に対して文書で通知する 

ことにより、直ちにこの契約を解約することができる。 

① 利用料その他事業者に支払うべき費用を３ヶ月以上滞納し、その支払を督促したにも 

関わらず３０日以内に支払わない時。 

② 共同生活住居を損傷する行為を反復したとき。 

③ 入院治療（14日以上）が必要となるなど利用者が自ら介護サービスを利用することが困難

となったとき。 

④ 他の利用者の生活又は健康に重大な危険を及ぼし、又は他の利用者との共同生活の 

継続を著しく困難にする行為をなしたとき。 

⑤ 利用者又はその家族が、事業者や職員に対して、この契約を継続しがたいほどの背信 

行為 を行ったとき。 

⑥ 天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当事業所を利用させる 

ことが出来ない場合。 

 

（入居に当たっての留意事項） 

第１６条 利用者は、認知症であるもののうち、少人数による共同生活を営むことに支障がなく、 

著しい精神症状や行動異常、急性の状態で治療や入院を要しない者とする。 

入居申込者の入居に際しては、主治医の診断書等により、当該入居申込者が認知症の状態 

にあることの確認を行う。 

２ 利用者は、次の各号に掲げる事項について遵守しなければならない。 

   （１） 利用者は、事業所内において政治活動又は宗教活動を行ってはならない。 

   （２） 利用者は、事業所に危険物を持ち込んではならない。 

 

（退居時の援助） 

第１７条 事業者は、利用者の退居の際には、利用者及びその家族の希望を踏まえた上で、 

退居後の生活環境及び介護の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行うものとする。 

２ 事業者は、利用者の退居に際しては、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行うと 

ともに、指定居宅介護支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉 

サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。 

 

（協力医療機関等） 

第１８条 事業所は、主治医との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、 

あらかじめ、協力医療機関を定めるものとする。 

２ 事業所は、あらかじめ、協力歯科医療連携機関を定めておくよう努めるものとする。 

３ 事業所は、サービス提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、訪問看護、 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との間の連携及び支援の体制を整える 

ものとする。 
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４ 事業所は、治療の選択において、主治医と利用者及び家族間で行われるよう努める 

ものとする。 

（緊急時における対応方法） 

第１９条 事業所の職員は、指定認知症対応型共同生活介護等の提供を行っているときに、 

利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらか 

じめ事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の措置を講じるとともに、管理者に報告 

する。また、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な措置を講じるものとする。 

 

（事故発生時の対応） 

第２０条 事業者は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族等、六戸町、 

県に連絡を行うとともに必要な措置を講ずる。 

 

（賠償責任） 

第２１条 事業者は、サービスの提供に当たり、利用者又はその家族の生命・身体・財産に損害 

が発生した場合は、利用者又はその家族に対して損害の賠償を行うものとする。 

ただし、当該損害についての事業者の故意・過失等の責任を問えない場合はこの限りでは 

ない。 

 

（身元引受人） 

第２２条  事業者は利用者に対し、身元引受人を求めることがある。ただし、身元引受人を立て

ることを困難とする相当の理由がある場合は、この限りではない。 

２ 身元引受人は、この契約に基づく利用者の事業者に対する一切の責務につき、利用者と 

連帯して履行する責任を負うものとする。 

３ 事業者は、利用者の心身の状況及び言動などに変化があったときは速やかに身元引受人 

に通知する。 

４ 身元引受人は、次の各号の責任を負うものとする。 

① 利用者が医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するよう事業者に協力 

すること。 

② この契約が終了した場合、適切な移転先の確保などについて事業者に協力すること。 

③ 利用者が死亡した場合の遺体及び遺品の引き受け、その他必要な措置をなすこと。 

 

（苦情等への対応） 

第２３条 事業者は、指定認知症対応型共同生活介護の提供に係る利用者又はその家族から 

   の苦情に対して、迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置 

する等の措置を講じるものとする。 

２ 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、その内容等を記録し、当該苦情が認知症 

対応型共同生活介護等のサービスの質の向上に資するものとの認識に立ち、苦情の内容 

を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取り組みを自ら行うものとする。 

３ 事業者は、利用者又はその家族からの苦情に対して町及び国民健康保険団体連合会等 

が実施する調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合には、必要な改善を行う 

ものとする。 

４ 事業者は、利用者が苦情の申出を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いも 

 行ってはならない。 

 

(業務継続計画の策定等) 

第２４条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者様に対する指定認知症共同 

生活介護の提供を継続的に実施、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務

継続計画を策定し、当該業務継続計画に伴い必要な措置を講じるものとする。 
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   ２ 事業所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を 

定期的に実施するものとする。 

３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を 

行うものとする。 

 

（非常災害対策） 

第２５条 事業所は、非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための 

計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年２回定期的に 

避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。また、訓練の実施に当たっては、地域住民 

の参加が得られるよう連携に努めるものとする。 

２ 管理者又は防火管理者は、非常災害その他緊急時に備え、定期的なマニュアルの見直し 

とそれに準じた訓練（総合訓練を年２回）を実施する。又防火教育を含む総合訓練を実施 

する際は地域の消防署の協力を得た上で、実施するなど、利用者の安全に対して万全の 

備えを行うものとする。 

３ 事業者は、医療機関、他の社会福祉施設及び地域住民と非常災害時における連携及び 

協力関係を構築するよう努めるものとする。 

 

（秘密の保持） 

第２６条 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報に 

ついては、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、 

外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものと 

する。 

２ 事業者は、前項に定める者が正当な理由なく秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を 

講ずるものとする。また職員が雇用契約を終了した場合においても同様とする。 

３ 事業者は、事業所が医療上緊急の必要がある場合又はサービス担当者会議等において 

利用者及び家族の個人情報を用いる際は、必要とされる最小限の範囲に留めるものと 

する。 

 

（個人情報の取り扱い） 

第２７条 利用者の個人情報の取り扱いについては個人情報保護法を遵守し、個人情報を用いる 

場合は法人が定めるマニュアルに従い、誠実に対応します。契約者の家族の個人情報に

おいても同様です。 

２ 契約者及び家族の個人情報を使用する期間は、原則としてサービス利用契約期間とし 

ます。 

 

（衛生管理及び従事者等の健康管理等） 

第２８条 事業所は、指定認知症対応型共同生活介護等に使用する施設・設備・備品等は清潔 

に保持し、定期的な消毒を施すなど常に衛生管理に十分留意するものとする。 

２ 事業所は、「業務マニュアル」を作成し、衛生的な管理に努める。 

３ 職員に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに、年１回以上の健康診断を 

受診させるものとする。 

 

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置） 

第２９条 事業所は、当事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように次の

各号に揚げる措置を講ずるよう努める。 

２ 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する。 

委員会を毎月開催すると共に、その結果について職員に周知徹底を図る。 

３ 事業所において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並び

に感染症の予防及びまん延のための訓練を年２回以上行う。 
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（地域との連携） 

第３０条 事業者は、提供する指定認知症対応型共同生活介護等を地域に開かれたサービスと 

し、サービスの質の確保を目的として、運営推進会議を設置する。 

（１） 運営推進会議の構成員は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、町の職員又は 

六戸町地域包括支援センターの職員、指定認知症対応型共同生活介護等について知 

見を有する者等とし、おおむね２ヶ月に１回以上開催するものとする。 

（２） 事業者は、運営推進会議において活動状況を報告し、運営推進会議における評価を受け 

るとともに運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けるものとする。 また 

その内容について記録を作成し、当該記録を公表するものとする。 

２ 事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携 

及び協力を行う等の地域との交流に努める。 

 

（身体的拘束等の適正化） 

第３１条 事業者は、指定認知症対応型共同生活介護等の提供に当たっては、当該利用者又 

は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的 

拘束等を行ってはならない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、 

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。 

  ２ 事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。 

（１） 身体拘束等適正化のための対策を検討する委員会を 3 ヶ月に 1 回以上の開催すると 

ともに、その結果について職員に周知徹底を図るものとする。 

（２）身体拘束適正化のための指針を整備する。 

（３）身体拘束適正化等のための職員に対する研修を定期的に実施する。 

３ 事業者は、やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、次の各号に定める必要な措置を行

う。 

（１） 緊急性や非代替性に該当するかどうかの判断は、担当の職員のみでは行わず、事業所 

全体としての判断が行われるように、予め手続きを定めておく。 

（２） 本人やその家族に対して、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間 

等をできる限り詳細に説明し、十分な理解を得るよう努める。 

（３） その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録 

する。 

（４） 緊急やむを得ない場合に該当するかどうかを常に観察、再検討し、要件に該当しなくな 

った場合には直ちに解除する。 

 

（虐待防止に関する事項） 

第３２条 事業所は、管理者を担当者として、利用者の人権の擁護・虐待等の発生又はその再発 

防止のため次の措置を講ずるものとする。 

（１） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につい

て職員に周知徹底を図る。 

（２） 虐待防止のための指針を整備する。 

（３） 虐待を防止するための職員に対する定期的な研修を実施する。 

（４） 利用者及びその家族からの苦情処理体制を整備する。 

（５）その他虐待防止のために必要な措置を講ずる。 

２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を 

現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを 

市町村に通報するものとする。 

 

（記録の整備） 

第３３条 事業者は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護等の提供に関する次の 
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各号に定める記録を整備し、その完結の日から５年間保存するものとする。 

（１） 認知症対応型共同生活介護計画及び介護予防認知症対応型共同生活介護計画 

（２） 提供した具体的サービス内容等の記録 

（３） 身体的拘束等の様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得 

ない理由の記録 

（４） 利用者に関する市町村への通知に係る記録 

（５） 苦情の内容等の記録 

（６） 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録 

（７） 運営推進会議における報告、評価、要望、助言等の記録 

２ 事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、その終了した日から７年 

間保存するものとする。 

３ 利用者、いつでも前項の記録の閲覧及び謄写を求めることができる。 

 

（その他運営に関する留意事項） 

第３４条 事業者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場に

おいて行われる性的な言動、又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ

相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害される事を防止するための方針の明確

化等の必要な措置を講ずるものとする。 

 

２ 事業者は、職員の資質向上を図るための研修又は研究の機会を設け、適切な介護技術を

提供できるよう、職員の勤務体制を整備し、次の各号に定めるとおり研修を実施する。 

（１） 全ての職員（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第８条第 

２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）は、

認知症介護にかかる基本的な研修を受講させるために必要な措置を講ずる。 

（２） 採用時研修 採用後３ヶ月以内 

（３）  継続研修  随時 

   ３ 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

   ４ 事業所は、職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、

従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を職員との雇用契約の内容と

する。 

   ５ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は法人と事業所の管理者との協議に基 

づいて定めるものとする。 

 

（裁判管轄） 

第３５条 契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者は、利用者の所在地を管轄する 

裁判所を第一管轄裁判所とする。 

 

 

 

 

 

   附則 

 この運営規程は、平成１８年 ４月１日から施行する。 

平成１９年１０月 １日一部改訂 

平成２１年 ４月 １日一部改訂 

平成２１年 ９月１６日一部改訂 

平成２３年 ４月 １日一部改訂 

平成２３年 ５月 １日一部改訂 

平成２４年 ４月 １日一部改訂 
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平成２４年１１月 １日一部改訂 

平成２５年１２月 １日一部改訂 

平成２６年 ４月 １日一部改訂 

平成２６年 ７月 １日一部改訂 

平成２７年 ４月 １日一部改訂 

平成２７年１０月 １日一部改訂 

平成３０年 ４月 １日一部改訂 

平成３０年 ５月 １日一部改訂 

平成３０年 ６月 １日一部改正 

平成３１年 ４月 １日一部改正 

令和 ２年１２月 １日一部改正 

令和 ５年 ５月 １日一部改正 

令和 ５年１０月１６日一部改正 

令和 ６年 ４月 1 日一部改正 
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